
◎国際捜査共助法及び組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等

に関する法律の一部を改正する法律 
（平成一六年六月九日法律第八九号）   

一、提案理由（平成一六年四月二○日・参議院法務委員会） 

○国務大臣（野沢太三君） 国際捜査共助法及び組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規

制等に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、その趣旨を御説明いたします。 

 近年、外国人による凶悪事件が多発するとともに、国境を越えて敢行される犯罪が増

加しておりますが、このような事態に有効に対処するためには、諸外国との捜査協力を

一層推進し、捜査共助の迅速化を図ることが重要であります。そこで、昨年八月、我が

国は、米国との間における捜査共助の実効性をより一層高めるため、刑事に関する共助

に関する日本国とアメリカ合衆国との間の条約に署名しました。 

 同条約は、外交当局を経由せずに捜査共助の要請の発受を行う中央当局制度等を設け、

捜査共助を迅速化するとともに、その範囲、内容を拡張し、日米間の捜査協力の推進を

図ることを主たる内容とするものであります。 

 本条約につきましては、承認をいただくために、今国会に提出されているところです

が、この法律案は、本条約を締結し、国際捜査共助等の円滑な実施を図るため、国際捜

査共助法など関係する法律を改正し、所要の整備を行うものです。 

 次に、この法律案の要点を申し上げます。 

 第一は、国際捜査共助の手続及び要件について条約に基づく特例を設けるものです。

現在の国際捜査共助法では、外務大臣が共助の要請の受理を行うものとされております

が、これを改正して、条約に基づき法務大臣が共助の要請の受理を行うこととされると

きは、法務大臣がこれを行うものとするほか、いわゆる双罰性等がない場合であっても、

条約に別段の定めがある場合には、共助をすることができるものとしております。また、

組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律を改正し、没収等の共助の要請

についても、条約に基づき法務大臣が要請を受理できるようにしております。 

 第二は、受刑者証人移送制度を創設するものです。すなわち、条約に基づき、刑の執

行として拘禁されている者を証人尋問のために国際的に移送する制度を新設し、外国の

要請により我が国の受刑者を移送するための要件及び手続を定めるとともに、我が国の

要請により移送された外国の受刑者を拘禁するための規定を整備しております。 

 第三は、業務書類等に関する証明書についての規定を整備するものです。すなわち、

外国からの業務書類等の提供の要請に付随して業務書類等の作成又は保管の状況の証明

を求められた場合に、裁判所における証人尋問に代えて、簡易な証明書の提出を求める

ことができるものとするとともに、虚偽の証明書を提出した場合には刑罰を科すものと

しております。 

 その他、国際捜査共助等の円滑な実施を図るための所要の規定の整備を行うこととし

ております。 



 なお、本法案の成立により、今後我が国が米国以外の国との間でも同様の条約を締結

することが可能となり、外国人による犯罪や国際的な犯罪に効果的に対処する上で、そ

の意義は極めて大きいものがあると考えます。 

 以上がこの法律案の趣旨でございます。 

 何とぞ、慎重に御審議の上、速やかに御可決くださいますようお願いいたします。 

二、参議院法務委員長報告（平成一六年四月二三日） 

○山本保君 ただいま議題となりました国際捜査共助法及び組織的な犯罪の処罰及び犯

罪収益の規制等に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、法務委員会におけ

る審査の経過と結果を御報告申し上げます。 

 本法律案は、近年、国際犯罪が増加している状況にかんがみ、諸外国との捜査協力を

円滑に進めるため、刑事に関する共助に関する日本国とアメリカ合衆国との間の条約の

締結に伴い、国際捜査共助の手続及び要件の特例を設けるとともに、受刑者証人移送制

度に関する規定その他の所要の規定を整備しようとするものであります。 

 委員会におきましては、我が国と諸外国との捜査共助の実績、捜査共助における双罰

性要件の緩和の理由、受刑者証人移送制度創設の理由、今後の諸外国との刑事共助条約

締結拡大への取組等につきまして質疑が行われましたが、詳細は会議録により御承知願

います。 

 質疑を終局し、採決の結果、本法律案は全会一致をもって原案どおり可決すべきもの

と決定いたしました。 

 なお、本法律案に対し附帯決議を行いました。 

 以上、御報告申し上げます。 

○附帯決議（平成一六年四月二二日） 

 政府は、本法の施行に当たり、次の事項について格段の配慮をすべきである。 

一 国際化する犯罪の捜査に関し、適正な手続の下、国際間の捜査協力を拡充、強化す

ることが必要であることにかんがみ、諸外国との刑事共助条約の締結の拡大に努める

こと。 

二 受刑者証人移送制度の運用に当たっては、受刑者に対し、制度の趣旨、移送期間の

取扱い等について周知を図るとともに、証人移送の決定に際し、受刑者本人の意思を

十分確認、尊重すること。 

三 外国の官憲から引渡しを受けた外国受刑者を拘禁するに当たっては、当該外国受刑

者の人権を十分尊重し、適切な処遇を行うこと。 

  右決議する。 

三、衆議院法務委員長報告（平成一六年六月三日） 

○柳本卓治君 ただいま議題となりました両法律案につきまして、法務委員会における

審査の経過及び結果を御報告申し上げます。 

……………（略）…………… 



 次に、国際捜査共助法及び組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律の

一部を改正する法律案は、刑事に関する共助に関する日本国とアメリカ合衆国との間の

条約の締結に伴い、国際捜査共助等の円滑な実施を図るため、国際捜査共助の手続及び

要件の特例を設けるもので、受刑者証人移送制度を創設し、業務書類に関する証明書に

ついての規定を整備しようとするものであります。 

 本案は、参議院先議に係るもので、五月二十四日本委員会に付託され、二十八日野沢

法務大臣から提案理由の説明を聴取した後、質疑に入り、六月一日質疑を終局し、採決

を行った結果、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。 

 なお、本案に対し附帯決議が付されたことを申し添えます。 

 以上、御報告申し上げます。 

○附帯決議（平成一六年六月一日） 

 政府は、本法の施行に当たり、次の事項について特段の配慮をすべきである。 

一 近年、重要犯罪人の国外逃亡、テロなどの国際的組織犯罪及びインターネット犯罪

など、犯罪の国際化が進み、犯罪人の引き渡し及び捜査共助等の国際協力が不可欠と

なっている現状に鑑み、刑事司法に関する国際協力に向けた施策を常に検討するとと

もに、外国捜査当局との十分な情報交換に努めること。 

二 受刑者証人移送制度の運用に当たっては、受刑者に対し、制度の趣旨、手続、移送

期間及び方法等について十分な説明を行うとともに、証人移送の決定に際しては、受

刑者本人の意思確認及び意見を十分尊重するよう努めること。 

三 我が国の要請により移送された外国の受刑者を拘禁するに当たっては、当該外国の

受刑者の人権を十分尊重するとともに、適切な処遇に努めること。 


